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１．中小企業団体中央会の組織概要

２．官公需受注成功事例集にみる５つのポイント

３．「連携事業継続力強化計画策定支援マニュアル」の作成

４．全国中小企業団体中央会（全国中央会）の要望活動

５．全国官公需適格組合協議会の活動について

本日の説明内容
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中小企業団体中央会は、中小企業連携組織の専門機関です。その目的は、中小企業の組織化を推進し、その強固
な連携による共同事業を推進することによって、中小企業の振興発展を図っていくことです。
中央会は、中小企業等協同組合法および中小企業団体の組織に関する法律に基づき、47の都道府県中央会につ

いては各都道府県知事の認可により、全国中央会については経済産業大臣の認可により設立された法人です。

1.中小企業団体中央会の組織概要

令和６年３月末現在

全国中小企業団体中央会

都道府県中小企業団体中央会（４７）

事業協同組合 (19,049) 事業協同小組合 (3)
信用協同組合 (101)   協同組合連合会 (352)
企業組合 (788)   協業組合 (450)   
商工組合 (887) 商工組合連合会 (1) 
商店街振興組合 (719) 商店街振興組合連合会 (61)
生活衛生同業組合 (126)
その他団体(社団法人等） (4,260)

26,798組合等 3７９組合等

中小企業者（２５８.６万人／358万人）

全国地区の事業協同組合・連合会
(202)

全国地区の商工組合・連合会 (52)
商店街振興組合連合会 (1)
生活衛生同業組合・同連合会 (5)
その他団体（社団法人等）  (119) 

（根拠法）
中小企業等協同組合法
中小企業団体の組織に関する法律

※官公需適格組合は
899組合（R6.6月末現在）



２．官公需受注成功事例集にみる５つのポイント

官公需適格組合は、

➀「業界全体や組合員の資質・技術力の向上」に秀でた組合

②「独自の技術やシステム開発」に秀でた組合

③「BCP策定や災害協定等行政との連携」に秀でた組合

④「地域貢献」に秀でた組合

⑤「提案受注」に秀でた組合

であり、これらの特徴を発揮することによって、持続的に
安定的な受注を達成しており、地域からの高い信頼を勝ち
得ている。

官公需受注促進事業委員会 牛丸委員長メッセージより

（参考）
事業協同組合における官公需共同受注 成功事例（全国中央会ホームページ）
https://www.chuokai.or.jp/archive/kankouju/pdf/2019houkokusyo.pdf
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全国中央会では、中小企業・小規模事業者が、事業協同組合等におけるパートナーシップ、取引先とのアライアンス及びサプライチェーンの

リレーションを通じ、連携して事前対策を講じることは、自社の経営力向上をはじめ、取引先や消費者からの信頼獲得、ひいては地域経済の

安定や地域貢献に寄与するものと考え、「連携事業継続力強化計画」の策定を支援するためのマニュアルを作成しています。

【社会インフラ・官公需編】

さらなる制度の普及促進、計画策定支援の推進に向けてＲ６年度も活動中

３．「連携事業継続力強化計画策定支援マニュアル」の作成
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令和４年度に作成した「連携事業継続力強化計画策定支援マニュアル」
において、普及促進の事例紹介（北海道中央会・北広島道路維持協同組合
（官公需適格組合））を行っています。
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https://www.chuokai.or.jp/images/2023/04/2022fy-2.pdf
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中小企業団体全国大会決議

毎年1回、全国の中小企業団体の代表者が一堂に会し、その決意を内外に表明す
るとともに、国等に対して中小企業振興施策の確立を訴え、組合組織を基盤に
して中小企業の安定的な振興発展をめざしています。

４．全国中小企業団体中央会（全国中央会）の要望活動

令和5年10月、宮城県で開催された第7５回全国大会 第7６回全国大会（福井大会）チラシ
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※全国大会決議は全国中小企業団体中央会ホームページからご覧いただけます。

https://www.chuokai.or.jp/images/2023/10/11taikaiketsugi.pdf



第７５回中小企業団体全国大会決議事項（令和５年１０月１１日）
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【官公需対策の強力な推進】
＜重点要望＞※実現、一部実現、未実現は令和６年４月現在の事務局評価

(１)緊急随意契約・前倒し発注の実施など官公需適格組合等の積極的活用、
災害協定等締結等への官公需適格組合等への優先発注【一部実現】

(２)予定価格積算の調査・額の決定方法の統一、働き方改革関連法に対応
した必要経費の適切な計上【一部実現】

(３)納期や工期の柔軟な設定、発注機関からの一方的な減額要請の禁止
【一部実現】

(４)少額随意契約の正確な広報、消費税率引上げ等を勘案した適用限度額
の大幅な引上げ【未実現】
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＜個別要望事項＞

（１）「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」で示された中小企業・小規模事業者向けの契約目標額及び

目標率について、必ず目標を上回る契約実績を達成すること【未実現】。

（２）地方公共団体に対しても国等と同じく中小企業者向け契約目標額及び目標率の策定を義務付け、契約実績

の確保に努めること【一部実現】。
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個別要望事項（続き）

（３）発注機関は、年間を通じて発注の平準化に努めること【一部実現】。

（４）地方公共団体を含めた各発注機関に対して官公需適格組合制度及び総合点数の算定特例制度の周知を図る

とともに、官公需適格組合への受注機会の増大に向けた取組みを一層強化すること。

また、「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」の周知を目的とした「官公需確保対策地方推進協議

会」を官公需適格組合、発注機関との意見交換の場として設定するなど、官公需施策等の課題把握と改善に

努めること。【未実現】。

（５）官公需受注における地域中小企業の優先落札、社会課題に積極的に取り組む官公需適格組合に対して、官

公需発注における評価制度を設けること【一部実現】。

（６）適正価格での受注確保のため、国等は「最低制限価格制度」を導入するほか、著しい低価格による落札が

行われないよう「低入札価格調査制度」を積極的かつ適切に運用すること。また、対象を物品や役務の発注

にも拡大すること【一部実現】。

（７）分離・分割発注の積極的な推進に努めること【一部実現】。

（８）官公需の印刷発注等における知的財産権の取扱いについては、権利範囲を書面で明確にするとともに、受

注者の知的財産権の財産的価値について十分に留意した契約内容とするよう周知徹底を図ること【実現】。

（９）官公需適格組合における監理技術者等の在籍出向について、実態に配慮した要件に緩和すること【一部実

現】。

（10）「官公需総合相談センター」への予算措置を講じること【未実現】。

（11）官公需受注における公共調達制度（戦略的政府調達）を新たに導入し、長期購入契約の対象の拡大など

に努めること【一部実現】。

（12）保健室備品の更新基準の制定と備品発注に当たっては官公需適格組合等を活用すること。【未実現】
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５．全国官公需適格組合協議会の活動について

＜概 要＞

団体名 全国官公需適格組合協議会（略称：全国適格協）

会 長 針 生 英 一（宮城県官公需適格組合協議会会長）

設 立 １９８２年６月２５日

目 的 全国の官公需適格組合の結束によって、共通する諸問題の解決を図り、また官公需に関する情報
を迅速に提供し、かつ、会員相互の交流を活発にすることによって各組合の受注体制の整備、受
注能力の向上を実現し、中小企業の経営の安定とその経済的地位の向上に資することを目的

事業内容
○官公需の受注確保を図るための関係機関との連絡及び協議
○官公需受注等に関する調査及び研究
○官公需に関する会員との連絡及び情報の交換並びに提供
○官公需受注体制の整備及び受注能力の向上のための研修会等の開催
○官公需の受注確保を図るための関係機関に対する建議及び陳情
○その他本会の目的達成に必要な事業

会 員（令和６年４月現在）
１号会員（都道府県協議会） １５会員（傘下２６３組合）
２号会員（都道府県の適格組合） １１会員
３号会員（全国地区の適格組合） ５会員
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【ロゴマーク】 
官公需適格組合が地域経済の活性化
に向け、全方位的にエネルギッシュ
に活動するイメージを４つの矢印で
構成しています。
また、中央に位置する正方形は、仕
事に対して公明正大に取り組む姿勢
を表現しています。
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＜参考＞京都宣言（平成26年６月27日）

官公需適格組合は、地域経済を支える中心主体のひとつであることを自覚し、地域・住民・
環境などのより広い視点に立ち、地域の専業者集団として、事業を通じて地域内再投資力を強化することに
より、地域の持続的発展に寄与するとともに、外部経済環境の変化に強い地域経済の構築に努めることを、
ここに宣言する。
一．地域視点、住民視点の官公需適格組合へ転換

官公需適格組合は、組合員の相互扶助と資本力・技術力の向上を目的として設立された公共性の高い
組織であり、相互扶助の理念に加え、あらためて地域視点・住民視点から地域経済・社会への連携を深
める。
二．事業を通じた地域住民・社会へ貢献

官公需適格組合は、新技術や新工法を積極的に取り入れ、異業種との連携を図り、環境に配慮した事
業を共同事業として提案し、「官」と「民」双方の要望に応えることで、事業を通じた社会貢献活動と
同時に地域内再投資力を強化する事業展開を目指す。
三．地域経済活性化、地域内再投資力強化の取組

地域経済は、地域に根ざした中小企業により行われる日々の経済活動によって成り立っている。新た
な技術、新たな手法、新たな仕組みの提案に際しては、資材の現地調達や地域環境に配慮した施工・設
置方法を検討し、地域内再投資力の強化が可能な方法を採用することにより、外部経済環境の変化に強
い地域経済の構築に努める。
四．地域貢献活動の展開

官公需適格組合は、中小企業団体としての特徴を生かし、中小企業振興基本条例、公契約条例の制定、
防災協定の締結や各種地域主催行事への参加に加え、より俯瞰的な視点に立ち、地域経済・社会全体の
発展を目指す。
五．官公需適格組合及び協議会の機能強化と都道府県団体と連携

官公需適格組合は、地域の中小企業が集まり設立されている、いわば「地域の専門家集団」である。
組合そのものと協議会の地域経済分析・情報収集能力を強化し、地域経済活性化の重要な担い手となる
ことを目指す。
そして、全国的な組織である全国官公需適格組合協議会の機能を発揮し、地域横断型の課題に対して
全国に存在する官公需適格組合協議会や他組合、異業種団体との連携を深める。
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